
東 京 都 自 然 公 園 条 例 （ 平 成 十 四 年 東 京 都 条 例 第 九 十 五 号 ） 新 旧 対 照 表 （ 抄 ）  

改 正 案  現 行  

目 次 （ 現 行 の と お り ）  目 次 （ 略 ）  

第 一 条 か ら 第 四 十 九 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 一 条 か ら 第 四 十 九 条 ま で （ 略 ）  

第 五 十 条  （ 現 行 の と お り ）  第 五 十 条  （ 略 ）  

一  当 該 申 請 に 係 る 物 件 等 が 都 市 公 園 法 （ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 七 十 九

号 ） 第 七 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る も の 、 同 条 第 二 項 の 保 育 所 そ の 他 の

社 会 福 祉 施 設 で 都 市 公 園 法 施 行 令 （ 昭 和 三 十 一 年 政 令 第 二 百 九 十 号 ）

で 定 め る も の （ 通 所 の み に よ り 利 用 さ れ る も の に 限 る 。 ） 又 は 規 則 で

定 め る も の で あ る こ と 。  

一  当 該 申 請 に 係 る 物 件 等 が 都 市 公 園 法 （ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 七 十

九 号 ） 第 七 条 各 号 に 掲 げ る も の 又 は 規 則 で 定 め る も の で あ る こ と 。 

二 か ら 四 ま で （ 現 行 の と お り ）  二 か ら 四 ま で （ 略 ）  

２ （ 現 行 の と お り ）   ２ （ 略 ）   

第 五 十 一 条 か ら 第 七 十 三 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 五 十 一 条 か ら 第 七 十 三 条 ま で （ 略 ）  

 別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 （ 現 行 の と お り ）   別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 （ 略 ）  

別 表 第 三 （ 第 五 十 一 条 関 係 ）  別 表 第 三 （ 第 五 十 一 条 関 係 ）  

種 別  単 位  占 用 料  

電 柱 及 び 標 識

か ら 食 糧 、 医

薬 品 等 災 害 応

急 対 策 に 必 要

な 物 資 の 備 蓄

倉 庫 ま で  

（ 現 行 の と お り ）  （ 現 行 の と お り ）  

種 別  単 位  占 用 料  

電 柱 及 び 標 識

か ら 食 糧 、 医

薬 品 等 災 害 応

急 対 策 に 必 要

な 物 資 の 備 蓄

倉 庫 ま で  

（ 略 ）  （ 略 ）  



太 陽 電 池 発 電

施 設  

一 平 方 メ ー ト ル 一 月  九 十 二 円  

保 育 所 そ の 他

の 社 会 福 祉 施

設  

一 平 方 メ ー ト ル 一 月  九 十 二 円  

写 真 撮 影 の た

め の 常 時 占 用

か ら そ の 他 の

占 用 ま で  

（ 現 行 の と お り ）  （ 現 行 の と お り ）  

 

太 陽 電 池 発 電

施 設  

一 平 方 メ ー ト ル 一

月  

九 十 二 円  

写 真 撮 影 の た

め の 常 時 占 用

か ら そ の 他 の

占 用 ま で  

（ 略 ）  （ 略 ）  

 

 

付 記 （ 現 行 の と お り ）  付 記 （ 略 ）  

別 表 第 四 （ 現 行 の と お り ）  別 表 第 四 （ 略 ）  

 


